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介護老人保健施設グリーンビレッジ安行 

重要事項説明書 

【通所（介護予防）リハビリテーションサービス】 

I. 施設の概要 

1. 事業所（法人）の概要 

事 業 者 名 称  ： 医療法人社団 武蔵野会 

代   表   者  ： 理事長 中 村 毅 

本 社 所 在 地  ： 352-0001 埼玉県新座市東北一丁目 7番 2号 

法人設立年月日  ： 昭和 43 年 8 月 5 日 

2. 施設の名称等 

  ： 介護老人保健施設 グリーンビレッジ安行 

開 設 年 月 日  ： 平成 17年 4月 21 日 

所    在    地  ： 〒334-0059 埼玉県川口市大字安行 1145 番地 

電  話  番  号   ： 048-299-0018 

Ｆ    Ａ    Ｘ   ： 048-299-0041 

管   理   者   ： 施設長 髙 瀨 通 汪 

介護保険指定番号 ：  介護老人保健施設（1150280057 号） 

3. 介護老人保健施設の目的とグリーンビレッジ安行の運営方針 

介護老人保健施設の目的は、医師・看護師による医学的管理のもとでの介護や機能回復訓練、その他、

必要な医療と日常生活上のお世話等の「通所（介護予防）リハビリテーションサービス」を提供するこ

とによって、ご利用者の療養生活上での質の向上及びご利用者のご家族の身体及び精神的負担を軽減さ

せることを目的に支援させていただくことにあります。 

当施設も「人間の尊厳：正義・博愛・献身・科学的思考」を基本理念とし、ご利用者の状態に合わせ、

家庭的な雰囲気の中で、医師による健康管理とあたたかな看護・介護・機能回復訓練によるリハビリテ

ーションや健康維持のためのレクリエーションなどを行い、再び住み慣れたご家庭での療養ができるよ

うに、「通所（介護予防）リハビリテーションサービス」を提供させていただくことを運営方針と致しま

す。 

4. 職員の員数 

別紙（1）を参照ください。 

5. 職員勤務時間 

職員勤務時間 9:00～17:30 

6. 営業時間 

    営業時間  9:00～17:30（実サービス提供時間 10:00～16:15） 

    休  日  日曜日・年末年始（12月 31 日～1月 3日） 

7. 定  員 

    1 単位 50 名 

8. 送迎の地域 

施設は、通所（介護予防通所）リハビリテーション事業の実施地域を、送迎片道 30分圏内を目安に下記

のように設定する。 

① 川口市 ②蕨市 ③戸田市 ④草加市 ⑤越谷市 ⑥さいたま市 

 

II. 施設でのサービス内容 

1. ケアプランの作成 

このケアプランを作成にあたり、まずご利用希望者の「介護保険証」を確認させていただきます。当施設

でのサービスは、ご利用者がご家庭での生活を継続していただくために立案された「居宅介護サービス計

画」に基づき、ご利用者に関る各専門職員が共同してケアプランを作成します。その際、ご利用者並びに

ご家族（身元引受人）の希望を十分に受け入れ、またケアプラン内容について同意をいただきます。 

2. 食事 

医師の指示のもと、個々人に適した食事形態と、疾患に応じた特別食を提供いたします。 

1 日 

（１） 昼食開始時間   12:00 より 

（２） おやつ時間    15:00 より 



 2 

   短時間 

（１） おやつ時間    12:00 より 15：00 より 

3. 入浴 

（１） 週 2回（月～土）を基本とさせていただきます。但し、ご利用者の健康状態に応じて清拭とな

る場合がございます。 

（２） 10:30 以降、職員の誘導にてご入浴ください。 

（３） 個人浴・特浴（機械浴・チェアーインバス浴・リフト浴）があり、ご利用者に合ったご入浴が

できます。 

4. 健康管理 

医師・薬剤師・看護師・介護士の専門職員が知恵を出し合い、個々のご利用者の精神・身体状況に合わせ

た健康管理を行います。 

5. 機能回復訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士が個々のご利用者に適した機能回復訓練を

行います。訓練室以外での生活訓練も機能回復効果を期待したものと位置付けております。 

6. 相談援助サービス 

必要な各種の支援相談を行います。 

7. その他 

 

III.利用料金 

1. 基本利用料金 

当施設は介護保険制度のもとで運営されております。基本利用料金は要介護認定による要支援・要介護

度によって異なります。別紙（2）の利用料金表をご参照下さい。なお、不明な点は、事務職員並びに

支援相談員までお尋ね下さい。  

2. 食事費用 

基本食事サービス費 860 円/日 

3. 日用品費 

１日   235 円 

短時間   50 円 

（石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオル、タオル等の費用であり、施設で用意するもの

をご利用いただく場合） 

□ 利用する   □ 利用しない   ※いずれかをチェックしてください 

4. その他 

ご利用者が選定するおやつ代（160 円）・教養娯楽費（実費）などは、料金表を参考にして下さい。 

 

IV. 日常生活の規律 

ご利用者は、次の事項を守って頂きますようお願い致します。  

1. 施設職員の指示による日課を実施し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めましょう。 

2. 貴重品は必要以上に施設内に持ち込まないようにしましょう。もし保管を必要とする場合は事務室へご

依頼下さい。 

3. ご利用者、並びにご家族（身元引受人含む）は、施設内の清潔・整頓・環境衛生保持等のため、施設運

営にご協力ください。 

4. ご利用者は、身上に関する重要事項が発生した場合は、速やかに施設長及び支援相談員に届けましょ

う。 

 

V. 施設内での禁止事項 

 ご利用者は次の事項を慎んで頂きますようお願い致します。 

1. 喧嘩・口論・泥酔など他のご利用者に迷惑をかけること。 

2. 敷地内での喫煙。 

3. 火気の使用及び自炊すること。 

4. 安全衛生を害すること。   

5. 特定の政治活動や布教活動をすること。 

6. 金銭や、物品による、賭け事。 
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7. 無断で備品の位置を移動したり、形状を変えること。 

 

VI. 事故発生時の対応 

事故が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、市町村及び関係機関、並びにご利用者のご

家族、ご利用者に係る居宅支援事業所に対して報告します。 

 

VII.非常災害対策 

I. 消防設備：スプリンクラー、自動火災通報装置、熱感知器、非常灯、誘導灯、非常階段 

 ・年 2回の消防訓練の実施 

 ・非常災害対策（地震等）の訓練は地域合同訓練等に参加 

 ・非常食の備蓄（3日分は確保） 

 事業継続計画（BCP）について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、介護保険サービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じま

す。 

（２） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３） 定期的（年に 1回程度）に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

II. 大規模災害時のサービスの継続可否について 

 感染症の発生や大規模な自然災害（台風、大雨、洪水等）や、交通災害（道路の破損、工事等）が発生した場

合、職員が不足し通常運営ができなくなる可能性がございます。有事においてはこちらの都合でサービスを一

時中止する場合がございます。有事の際の対応は当該事業継続計画（BCP）に従って必要な措置を講じます。 

 

VIII. 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の整備、研修の実施、

訓練（シミュレーション）の実施等取り組みます。 

 

IX. ハラスメント対策 

介護サービス事業者のハラスメント対策を強化する観点から、「利用者の人権の擁護、虐待の防止」、「男女

雇用機会均等法におけるハラスメント対策」に取り組みます。事業者としてハラスメント防止を従業員に啓

発していくため、指針の整備、研修の実施等積極的に取り組みます。従業員からご利用者、ご家族等に対し

てのハラスメント、ご利用者、ご家族等から従業員に対してのカスタマーハラスメントと判断する事案があ

った際は、事業所で委員会の実施、必要に応じて行政機関などへの報告を行いながら対応いたします。事案

によっては、契約解除などの措置も致します。 

 ＊ハラスメント相談窓口は施設管理者及び常勤勤務者が対応するものと致します。 

 

X. 虐待の防止について 

ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。事業者として

虐待の防止を従業員に啓発していくため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等積極的に取り組みま

す。上記措置を適切に実施するための担当者（原則施設管理者）を配置致します。その結果について、従業

者に周知徹底を図ります。 

 

XI. 身体拘束について 

原則としてご利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、ご利用

者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者に対して説明し同意

を得た上で、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び対

応等について記録を行います。事業者として、身体拘束をなくしていくため委員会の開催、指針の整備、研

修の実施等積極的に取り組みます。 

 

XII.写真・氏名の掲示 

1. カルテに添付する写真撮影をさせていただきます。 

2. レクリエーション等の写真や作品にお名前を添付し、施設内に掲示、広報誌・お便り・ホームページ・
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SNS 等に掲載することがあります。差支えのある場合はあらかじめお申し出ください。なお、ホームペ

ージ・SNS 等でのお名前の掲載は致しません。 

 

XIII. その他 

当施設にはご利用者が快適な生活が出来るよう「相談窓口」として支援相談員が勤務しています。お気軽にご

相談下さい。また、要望や苦情なども支援相談員にお寄せいただければ、施設内で速やかに対応し、善処いた

します。その他、各階に設置されております「ご意見箱」をご利用下さい。 

 電  話：048-299-0018 

 Ｆ Ａ Ｘ：048-299-0041 

 支援相談員：髙橋真衣・鈴木真子・野口広貴・伊藤綾香・中村優花 

 介護支援専門員（ケアマネジャー）：菅野圭子・林田かおり・鈴木美也子・佐藤佳代子・芳賀貴子 

 対応時間：9:00～17:30 

上記の相談窓口以外にも、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会にも苦情などを伝えることがで

きます。 

・川口市役所 介護保険課          （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

電話  048-258-1110（代表） 

 所在地 埼玉県川口市青木 2-2-1 

・蕨市役所 健康福祉部 健康長寿課     （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

電話  048-432-3200（代表） 

所在地 埼玉県蕨市中央 5-14-15 

・戸田市役所 健康長寿課          （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

 電話  048-441-1800（代表） 

 所在地 埼玉県戸田市上戸田 1-18-1 

・草加市役所 介護保険課          （8:30～17:00）土日祝祭日年末年始を除く 

 電話  048-922-0151（代表） 

 所在地 埼玉県草加市高砂 1-1-1 

・越谷市役所 介護保険課          （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

 電話  048-964-2111（代表） 

 所在地 埼玉県越谷市越ヶ谷 4-2-1 

・さいたま市 南区役所 高齢介護課     （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

 電話  048-838-1111（代表） 

 所在地 埼玉県さいたま市南区別所 7-20-1 

・さいたま市 緑区役所 高齢介護課     （8:30～17:15）土日祝祭日年末年始を除く 

 電話  048-874-1111（代表） 

 所在地 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 975-1 

・埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課 苦情対応係 

電話 048-824-2568（苦情相談専用）    （8：30～12：00）（13：00～17：00） 

所在地 埼玉県さいたま市中央区下落合 1704 番地     土日祝祭日、年末年始を除く 

 

XIV. 第三者評価の実施状況 

外部機関への依頼を検討していきます。 

 

上記内容について同意致します。 

 

令和  年  月  日 

 

住  所                            

 

ご利用者                            

 

署名代行                   続柄（     ）      令和 7年 9月 1日改定 


